
1 

八代市農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和２年５月２９日（金）午後３時００分から午前３時２５分 

 

２． 開催場所 八代市役所仮設庁舎 西棟２階２３号会議室 

 

３． 出席委員（18人）  

  会長     １番 白石勝敏 

２番 中野敏憲 

３番 松本秀昭 

        ４番 萩本一浩 

５番 平野英明 

６番 光永信一 

７番 髙野康喜 

８番 門田静子 

９番 中村道一 

１０番 田口一廣 

１１番 中村和人 

１３番 杉本秀雄 

職務代理者 １４番 本田友治 

１５番 吉永安圭美 

１６番 萩本厚生 

１８番 深田 智 

１９番 寺田 浩 

 

４． 欠席委員（1人）  

   職務代理者 １７番 内田孝光 

 

５． 出席推進委員（11人） 

宮本貞義 

渡 康之 

西田政彦 

吉田寛実 

石田雄一 

有村敏之 

吉田友彦 

林田孝介 

上原  誠 

島田弘美 

村上寿啓 

 

６． 議事日程 

第１  議案第８号  農地法第３条（委員会）について 

第２  議案第９号  農地法第４条（知事）について 

第３  議案第１０号 農地法第５条（知事）について 
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第６  議案第１１号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告）について 

第７  議案第１２号 【中間管理権：基盤法】基盤強化法第１９条による農地中間管理

権の取得（農用地利用集積計画の公告）について 

 

７．農業委員会事務局職員 

   局長      泉 宜孝 

   局次長兼係長  山本康博 

参事      橋本周斉 

   参事      泉 正裕 

   主事      桑野 直 

    

８．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今より始めさせていただきます。 

 今回も、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、県内に出されていた緊急

事態宣言が、５月１４日に解除されておりますが、まだまだ予断を許さない状況下に

ございます。このことから、国、県が示した新しい生活様式を用いまして、総会の開

催に関して、注意事項を申し上げます。 

 御発言につきましては、会場が１カ所、ちょっと今回会場が狭いものですから、そ

ちら１カ所に設けておりますスタンドマイクの場所で、発言を行っていただきますよ

う、よろしくお願い致します。また、総会時間の短縮や議事録の作成の観点から、簡

潔明瞭に発言していただきます。 

 以上、委員の皆様方には、大変御不便をおかけ致しますけれども、御理解と協力を

お願い致します。 

 それでは、ただ今から５月の総会を開会したいと思います。本日は、内田委員さん

から欠席の連絡が入っております。本日の出席委員は定足数に達しておりますので、

総会は成立しております。それでは、会議規則の通り、会長に議長をお願いし、議事

の進行をしていただきます。よろしくお願いします。 

 

 皆さん、こんにちは。暑い日が毎日続いております。熱中症には注意されて農作業

等に頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、ただ今より５月の農業委員会を始めます。 

 最初に、本日の議事録署名委員を指名します。１４番、本田友治委員、１５番、吉

永安圭美委員にお願い致します。 

 それでは、議事に入ります。議案書のとおり進行しますので、よろしくお願いしま

す。 

 議案第８号農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明をお願い

します。 

 

 議案第８号農地法第３条第１項の規定による所有権移転の許可申請について、議案

書１ページのとおり付議致します。 

 今月の所有権移転申請は、売買による取得が３件ありました。地目は田２,９４１

平方メートル、畑２４１平方メートル、合計３,１８２平方メートルです。内容につ

きましては、議案書記載通りです。これらは、農地法第３条第１項各号には該当しな

いため、許可要件の全てを満たすと考えます。御審議方、よろしくお願い致します。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから説明

をお願いします。 
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 １番、植柳・麦島。 

 

 植柳・麦島担当の吉田です。１番につきまして説明致します。 

 ここの案件は、第三中学校東側、南部幹線の〇〇の〇〇となります。三角で、あま

り使い勝手が良くないような〇〇となっております。１番の〇〇さんが買われる予定

となっておりますので、何ら問題はないと思いますが、審議の方、よろしくお願い致

します。 

 

 ２番、金剛、お願いします。 

 

 ２番、金剛地区の石田です。２番、３番について説明致します。 

 ２５日、農業委員の内田さんと現地調査をして参りました。場所は、敷川内町の国

道３号線沿いにあります、〇〇〇〇〇の〇〇の北側△△メートル程の所です。譲渡さ

れる〇さんは、現在、〇〇に住んでおられ、毎年、耕作者を探すのが大変であり、処

分を考えておられました。譲り受けられる〇〇さんは、花卉、花です。スナップエン

ドウなどを作付されており、農業に頑張っておられます。規模拡大を望んでおられま

す。何ら問題ないと思います。 

 ３番も同じで、〇さんの土地でございまして、この土地も処分を考えておられまし

た。譲り受けられる方は、この農地を借りて耕作されており、規模拡大を、また望ん

でおられます。何ら問題ないと思います。御審議方よろしくお願いします。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可致します。 

 

 議案第９号農地法第４条の規定による許可申請について、事務局より説明をお願い

します。 

 

 議案第９号農地法第４条第１項の規定による許可申請について、議案書２ページの

とおり付議します。 

 今月の申請は３件で、その内容は議案書記載の通りです。事務局からは、農地転用

許可の立地基準について説明致します。 

 まず、１番の案件は、新八代駅から概ね３００メートル以内に位置する農地のため、

第３種農地に区分され許可は可能と考えます。 

 次に、２番の案件は、都市計画の用途地域内の農地であるため、第３種農地に区分

され、許可は可能と考えます。 

 次に、３番の案件は、概ね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地のため、

第１種農地に区分されますが、集落に接続して設置されるものであることから、不許

可の例外規定に該当し、許可は可能と考えます。 

 なお、３つの案件、共に無断転用でしたが、追認許可を得るための始末書が添付さ

れています。 

 また、農地転用の確実性や、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどから、
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許可は可能と考えます。それでは、御審議方よろしくお願い致します。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから説明

をお願いします。 

 １番、代陽・太田郷地区。 

 

 代陽・太田郷担当の渡邊です。５月２４日に、田口委員と共に、現地を確認して参

りました。場所は上日置町、新幹線新八代駅前△△△メートルの地点にあります。申

請理由として、申請者の方が、昭和３６年より宅地と住宅として利用されていた土地

が、転用許可を受けていないことがわかり、今回の申請となったそうです。何ら問題

はないと思います。御審議方よろしくお願いいたします。 

 

 ２番、植柳・麦島地区お願いします。 

 

 ２番について説明致します。５月２５日、中村委員さんと確認に行きまして、ここ

は昭和５０年、２棟の貸し家を建てられて、現在に至っております。先程、説明の通

り何ら問題はないと思いますが、御審議の方よろしくお願い致します。 

 

 ３番、八代・松高地区お願いします。 

 

 松高の宮本です。３番について説明します。申請人は〇〇〇〇さんです。昭和５５

年度に住宅を建設され、及び〇〇〇〇が始めた〇〇業の事務所、作業場、倉庫を用地

として利用されていて、〇〇〇〇であることが発覚致しました。今回、手続となりま

した。隣接農地は土留め、コンクリ、分断されており、被害を与えることはありませ

ん。隣接地からは同意書を押さえております。場所は、〇〇〇から西へ△△△メート

ルのところです。２５日に農業委員さんの萩本さんと確認を致しました。何ら問題は

ないと思います。審議よろしくお願いいたします。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認める事といたします。よって、申請を許可致します。 

 

 議案第１０号農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説明をお願

いします。 

 

 議案第１０号農地法第５条の規定による許可申請について、議案書３ページから４

ページの通り、付議致します。 

 今月の申請は、所有権移転が５件で、内容につきましては、議案書記載の通りです。 

 それでは、最初に農地転用許可の立地基準について説明致します。 

 １番の案件は、概ね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地のため、第１

種農地に区分されますが、流通業務施設、休憩所、給油所、その他これらに類する施

設で、県道の沿道の区域に設置されるため、不許可の例外規定に該当し、許可は可能
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と考えます。 

 次に、２番の案件は、用途地域内の農地であるため、第３種農地に区分され、許可

は可能と考えます。 

 次に、３番の案件は、概ね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地のため、

第１種農地に区分されますが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に

接続して設置されるため、不許可の例外規定に該当し、許可は可能と考えます。 

 なお、土地選定の代替性については、検討済みです。 

 次に、４番の案件は、農業公共投資の対象となっていない１０ヘクタール未満の小

集団の生産力の低い農地で、第２種農地に区分されます。土地選定の代替性について

は検討済みであり、許可は可能と考えます。なお、無断転用であったため、追認許可

を得るための始末書が添付されております。 

 ４ページ、お願いします。 

 最後に、５番の案件は、概ね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地のた

め、第１種農地に区分されますが、集落に居住する者の業務上必要な施設で、集落に

接続して設置されるため、不許可の例外規定に該当し、許可は可能と考えます。なお、

土地選定の代替性については検討済みです。 

 次に、一般基準について説明致します。 

 農地転用の確実性や、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどから、全ての

案件が、許可は可能と考えます。それでは、御審議方よろしくお願いします。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから説明

をお願いします。 

 １番、八代・松高地区。 

 

 松高の宮本です。１番について説明致します。 

 譲渡人の〇〇〇〇さん、譲受人の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇会社、営業

所は国道３号線で、車の出入りが困難であり、今回、申請地を買い受けて、〇〇〇〇

〇〇業を移転したく、申請となりました。場所は、〇〇〇〇〇〇の北側の臨港線を〇

へ△△△メートル先の北側になります。２５日に農業委員さんの萩本さんと確認を致

しました。周りの農地とは隣接しておりませんでした。何ら問題ないと思います。御

審議よろしくお願い致します。 

 

 ２番、代陽・太田郷地区、お願いします。 

 

 代陽・太田郷担当の渡邊です。２番、３番続けて御説明を致します。 

 ５月２４日、田口委員とともに現地の方を確認に参りました。 

 まず２番、井上町、〇〇〇〇〇〇東側有料駐車場隣になります。譲受人の方が、こ

こにアパートを建設したいとのことでした。何ら問題はないと思います。 

 続きまして、３番、上日置町新八代駅北東△△△メートル、県道新八代停車場線沿

いです。ここを譲受人の方が、〇〇〇〇〇〇〇を行う事業を展開されておりまして、

事業拡大に伴いまして、店舗事務所をそこへ移転して建設したい、ということでした。

何ら問題はないと思います。御審議方よろしくお願いいたします。 

 

 ４番、龍峯地区、お願いします。 

 

 龍峯の西田です。申請番号４番について説明します。申請地は、国道３号線を熊本

方面より下ってきて、八代市に入って〇〇〇ぐらいの３号線に面した山側です。海側

には３号線を挟んで、〇〇〇〇の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇があります。譲受人の
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〇〇会社〇〇〇〇さんは、氷川町で〇〇業を営んでおられます。現在、借家の倉庫を

利用しておられますが、今回、業務量増大に伴い倉庫が手狭となり、３号線に面した

申請地は業務の〇〇〇〇〇に最適であると思い、買い受けて倉庫を新築したいとのこ

とです。 

 申請地の海側は、国道３号線に面しており、山側は市道、南側は〇〇〇〇工場、北

側には農用地があります。敷地内の雨水、生活用水は山側と南側の排水路に流す計画

ですので、農用地への影響はありません。また、隣接の所有者の了解も得ておられま

す。なお、本申請地は既に造成してありますので、申請と同時に始末書が添付されて

おります。よって、本件については、何ら問題ないと思われます。御審議のほどよろ

しくお願い致します。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。（発言する者あり） 

 ５番、千丁地区お願いします。 

 

 千丁の上原です。２７日、農業委員の深田さんと他３名で現地確認を致しました。

申請地は、県道千丁中学校の四つ角から〇に〇〇〇メートルの所にある、〇〇〇〇〇

〇〇〇〇の近くです。譲渡人〇〇〇〇さん、譲受人〇〇〇さん、〇〇〇〇は４０年近

く経営していまして、最近、仕事の量が増えて、資材置き場、従業員の駐車場など不

足していますので、敷地を拡張し農地転用の申請になりました。よろしくお願い致し

ます。問題はないと思います。 

 

 大変失礼致しました。 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可致します。 

 ただし、１番の八代・松高、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇については、県の諮

問会議に許可相当として進達します。 

 

 議案第１１号農用地利用集積計画について、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第１１号農業経営基盤強化促進法第１９条（農用地利用集積計画の公告）を議

案書５ページから２９ページのとおり、付議いたします。 

 今月は、貸借権設定が４３件、面積は１８万８,２０８平方メートルです。また、

所有権移転が５件、面積は１万３,１１３平方メートルです。これら申請のあった案

件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件に該当すると判

断されます。 

 なお、この基盤法により農地中間管理機構へ譲渡した場合などは通常８００万円、

また借り入れ協議により農地中間管理機構に譲渡した場合には、最高１,５００万円

まで税金の特別控除を受けられるなど優遇措置がとれますので、農地として売買の相

談があった場合は事務局にお尋ねいただきますよう、お願いします。 

 来月６月の熊本県農業公社との農地の所有権移転は、６月１１日木曜日、１２日金

曜日の２日間を予定しています。現時点で関係する地区は、昭和日進町、鏡町、上鏡
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

の予定です。地区の担当委員さんへは、農業公社との調整ができ次第日程を連絡しま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、皆さん、何か質問はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農地利用集積計画でございますので、原案どおり決定する

ことといたします。 

 

 議案第１２号農地中間管理機構による農地利用集積計画について、事務局より説明

をお願いします。 

 

 議案第１２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中間管理

権の取得を、議案書３０ページから３１ページのとおり付議致します。 

 今月の農地中間管理権の取得は、賃借権設定が３件で、面積は３万１,１１２平方

メートルです。これら申請のあった案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件に該当すると判断されます。 

 議案第１２号の説明につきましては、以上です。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、皆さん何か質問はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農地中間管理機構等による農用地利用集積計画でございま

すので、原案どおり決定することと致します。 

 本日予定の議案は全て終了しました。今月は、許可不要転用届、非農地証明願、農

地法第１８条第６項の規定による通知、合意解約の届出、通知がありましたので、報

告します。 

 これをもちまして、５月の八代市農業委員会を閉会致します。皆様、お疲れさまで

した。 

 

 

八代市農業委員会会議規則第１９条第２項の規定により署名押印する。 

 

令和２年５月２９日 

 

      八代市農業委員会 会長                

 

      八代市農業委員会 委員                

 

      八代市農業委員会 委員                


